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海外とアレルゲン表示

　

先
日
、
海
外
に
輸
出
さ
れ
る
予
定
の
国
産
食

品
に
「
ア
レ
ル
ゲ
ン
フ
リ
ー
」
と
表
示
さ
れ
て

い
る
も
の
を
見
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
メ
ー

カ
ー
さ
ん
に
話
を
聞
く
と
「
原
材
料
と
し
て
使

用
し
て
い
な
い
」
か
ら
表
示
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
、
い
く
つ
か
注
意
が
必
要
と
感
じ
ま
し
た

の
で
、
今
月
の
コ
ラ
ム
は
「
海
外
と
ア
レ
ル
ゲ

ン
表
示
」に
つ
い
て
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

対
象
品
目
の
違
い

　

日
本
と
海
外
と
で
は
、
ア
レ
ル
ゲ
ン
表
示
の

対
象
品
目
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
日
本

の
ア
レ
ル
ゲ
ン
表
示
の
対
象
品
目
は
、
以
下
の

２
７
品
目（
義
務
表
示
は
７
品
目
）と
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
海
外
の
対
象
品
目
は
や
や

異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
香
港
で
は
、
以
下
の
８

品
目
が
表
示
義
務
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
日
本
（
２
０
１
３
年
に
「
ご
ま
」「
カ

シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ
」
を
表
示
推
奨
品
目
に
追
加
）

と
同
じ
よ
う
に
、
規
則
も
改
正
さ
れ
て
い
き
ま

す
。
例
え
ば
２
０
１
８
年
で
は
台
湾
の
ア
レ
ル

ゲ
ン
表
示
の
規
則
に
改
定
（
２
０
１
８
年
８
月

２
１
日
改
定
、
２
０
２
０
年
７
月
１
日
施
行
）

が
あ
り
、
従
来
の
６
品
目
か
ら
１
１
品
目
へ
と

拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
か
ら
海
外
へ
と
輸
出
さ
れ
る
食
品
に
つ

い
て
は
、
と
り
わ
け
「
小
麦
」
は
含
ま
れ
な
い

が
「
グ
ル
テ
ン
」
を
含
む
も
の
、ま
た
キ
ャ
リ
ー

オ
ー
バ
ー
の
添
加
物
に
「
亜
硫
酸
塩
」
を
含
む

　

日
本
に
は
「
ア
レ
ル
ゲ
ン
フ
リ
ー
（
含
ん
で

い
な
い
）」
表
示
に
つ
い
て
の
数
値
基
準
は
明

確
に
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た

表
示
に
対
す
る
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
国
も

あ
り
ま
す
。例
え
ば
ア
メ
リ
カ
や
Ｅ
Ｕ
で
は
、「
グ

ル
テ
ン
フ
リ
ー
」
と
表
示
で
き
る
基
準
値
と
し

て
「20ppm

（m
g/kg

）」
が
設
定
さ
れ
て
い

ま
す
。「gluten free

」
だ
け
で
な
く
「no 

gluten
」
な
ど
も
対
象
に
な
る
な
ど
、
表
示
方

法
に
つ
い
て
も
規
則
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
こ
う
し
た
表
示
を
さ
れ
た
い
方
は
事
前

に
確
認
を
さ
れ
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
関
連
す
る
表
示
と
し
て
は
、「
低
グ
ル

テ
ン
」
の
規
則
が
あ
る
国
も
あ
り
ま
す
。
例
と

し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

の
規
則
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
ま
す
。

参
照
：
各
国
の
食
品
・
添
加
物
等
の
規
格
基
準

（
農
林
水
産
省
）

https://w
w
w
.shokuhin-kikaku.info/

食
品
表
示
基
準Q

&
A

（
消
費
者
庁
）

http://w
w
w
.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_180921_
0022.pdf

Standard 1.2.7 N
utrition, health and 

related claim
s

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）

https://w
w
w
.legislation.gov.au/D

etails/F2017C01048

義
務
（
７
品
目
）：え
び
、か
に
、小
麦
、そ
ば
、

卵
、
乳
、
落
花
生

推
奨
（
２
０
品
目
）：あ
わ
び
、い
か
、い
く
ら
、

オ
レ
ン
ジ
、
カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ
、
キ
ウ
イ
フ

ル
ー
ツ
、牛
肉
、く
る
み
、ご
ま
、さ
け
、さ
ば
、

大
豆
、
鶏
肉
、
バ
ナ
ナ
、
豚
肉
、
ま
つ
た
け
、

も
も
、
や
ま
い
も
、
り
ん
ご
、
ゼ
ラ
チ
ン

(i)

グ
ル
テ
ン
を
含
有
す
る
穀
物

(ii)

甲
殻
類
お
よ
び
甲
殻
類
製
品

(iii)

卵
お
よ
び
卵
製
品

(iv)

魚
お
よ
び
魚
加
工
品

(v)

ピ
ー
ナ
ッ
ツ
、大
豆
お
よ
び
こ
れ
ら
の
製
品

(vi)

乳
お
よ
び
乳
製
品
（
乳
糖
を
含
む
）

(vii)

ナ
ッ
ツ
お
よ
び
ナ
ッ
ツ
製
品

「
使
用
し
て
い
な
い
」
旨
の
表
示
は
、
必
ず
し

も
「
含
ん
で
い
な
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
例
え
ば
、
一

般
に
「
ケ
ー
キ
」
に
は
「
小
麦
粉
（
特
定
原

材
料
）」
を
使
用
し
て
い
ま
す
が
、「
小
麦
粉
」

を
使
用
し
な
い
で
「
ケ
ー
キ
」
を
製
造
し
た

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
製
造
記
録
な
ど
に

よ
り
適
切
に
確
認
さ
れ
た
場
合
に
、「
本
品
は

小
麦
（
粉
）
を
使
っ
て
い
ま
せ
ん
」
と
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
一
の
調
理
施
設

で
小
麦
粉
を
使
っ
た
ケ
ー
キ
を
製
造
し
て
い

た
場
合
、
コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
表
示
を
も
っ

て
、
小
麦
が
製
品
に
含
ま
れ
る
可
能
性
を
否

定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
食
品
表
示
基
準
Ｑ
＆
Ａ
よ
り
）

グ
ル
テ
ン

・（
グ
ル
テ
ン
）
フ
リ
ー

食
品
に
は
以
下
の
も
の
を
含
有
し
て
は
な
ら
な
い

(

ａ)

検
出
可
能
な
グ
ル
テ
ン
、
も
し
く
は

(

ｂ) 

オ
ー
ツ
ま
た
は
関
連
商
品
、
も
し
く
は

(

ｃ)

モ
ル
ト
化
し
た
グ
ル
テ
ン
を
含
有
す
る
雑
穀

ま
た
は
関
連
商
品

・
低
（
グ
ル
テ
ン
）

100g

あ
た
り20m

g

未
満
の
グ
ル
テ
ン
を
含
有
す

る
食
品

　

そ
の
他
、
ア
レ
ル
ゲ
ン
フ
リ
ー
の
表
示
を
す

る
際
に
は
届
出
が
必
要
な
国
も
あ
り
ま
す
の

で
、
表
示
方
法
な
ど
の
規
則
だ
け
で
な
く
制
度

に
つ
い
て
も
調
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
言
え

ま
す
。

最
後
に

　

こ
う
し
た
制
度
や
規
則
の
違
い
の
背
景
の
１

つ
に
、
食
文
化
の
違
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

海
外
に
輸
出
さ
れ
る
予
定
の
日
本
の
食
品
ラ
ベ

ル
を
見
る
機
会
も
増
え
て
い
ま
す
が
、
ア
レ
ル

ゲ
ン
フ
リ
ー
や
○
○
産
原
材
料
使
用
な
ど
の

「
強
調
表
示
」
が
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
増
え

て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
日
本
も
同
じ
で
す
が
、

強
調
表
示
を
す
る
に
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
の
用

意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

規
則
が
異
な
る
た
め
に
、
日
本
で
は
可
能

だ
っ
た
強
調
表
示
が
で
き
な
く
な
る
場
合
も

多
々
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
無
理
に
他
に

可
能
な
強
調
表
示
を
探
す
の
も
よ
い
で
す
が
、

空
い
た
表
示
ス
ペ
ー
ス
に
は
「
食
品
自
体
の
説

明
文
章
」
に
あ
て
る
と
、
食
文
化
の
異
な
る
消

費
者
に
も
分
か
り
や
す
く
な
る
の
で
は
思
い
ま

す
の
で
、
海
外
へ
販
売
す
る
と
き
の
参
考
ま
で

に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。   （
川
合
）

も
の
な
ど
が
注
意
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す

（
輸
入
時
は
、
反
対
に
「
グ
ル
テ
ン
」
は
含
ま

れ
な
い
が
「
小
麦
」
を
含
む
も
の
に
注
意
が

必
要
で
す
）。
海
外
に
食
品
を
輸
出
さ
れ
よ
う

と
さ
れ
る
方
は
、
対
象
国
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
表

示
の
規
則
に
つ
い
て
、
調
べ
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。
農
林
水
産
省
作
成
の
「
各
国
の

食
品
・
添
加
物
等
の
規
格
基
準
」
は
日
本
語

で
参
照
で
き
ま
す
の
で
、
一
度
見
て
お
か
れ

る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

フ
リ
ー
と
不
使
用
の
違
い

　

次
に
、「
ア
レ
ル
ゲ
ン
フ
リ
ー
」
の
持
つ
意
味

に
つ
い
て
も
確
認
が
必
要
で
す
。
日
本
の
食
品

表
示
基
準
に
は
、
以
下
の
規
則
が
あ
り
ま
す
。

(

１)

甲
殻
類
お
よ
び
そ
の
製
品

(
２)

マ
ン
ゴ
ー
お
よ
び
そ
の
製
品

(
３)

ピ
ー
ナ
ッ
ツ
お
よ
び
そ
の
製
品

(
４)
ゴ
マ
、
ヒ
マ
ワ
リ
種
子
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
製
品

(

５)
牛
乳
、
山
羊
乳
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
製
品
（
牛

乳
お
よ
び
山
羊
乳
由
来
の
ラ
ク
チ
ト
ー
ル
を
除
く
）

(

６)

卵
お
よ
び
そ
の
製
品

(

７)

ナ
ッ
ツ
お
よ
び
そ
の
製
品
（
ア
ー
モ
ン
ド
、

ヘ
ー
ゼ
ル
ナ
ッ
ツ
、
く
る
み
、
カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ
、

ピ
ー
カ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
ナ
ッ
ツ
、
ピ
ス
タ
チ
オ
ナ
ッ

ツ
、
マ
カ
ダ
ミ
ア
ナ
ッ
ツ
、
松
の
実
、
栗
な
ど
）

(

８)

小
麦
、
大
麦
、
ラ
イ
麦
、
オ
ー
ト
麦
な
ど
の
グ

ル
テ
ン
お
よ
び
そ
の
製
品
を
含
む
穀
類

(

９)

大
豆
お
よ
び
そ
の
製
品
（
高
純
化
ま
た
は
精
製

さ
れ
た
大
豆
油
脂
、
ト
コ
フ
ェ
ロ
ー
ル
お
よ
び
そ
の

分
解
物
、
フ
ィ
ト
ス
テ
ロ
ー
ル
お
よ
び
フ
ィ
ト
ス
テ

ロ
ー
ル
エ
ス
テ
ル
を
除
く
）

( 　

)

最
終
成
果
物
と
し
て
算
出
さ
れ
る
べ
き
す
べ

て
の
Ｓ
Ｏ
２
換
算
で10m

g/kg

以
上
の
濃
度
と
な

る
亜
硫
酸
塩
お
よ
び
二
酸
化
硫
黄
な
ど
の
使
用

( 　

)

サ
ー
モ
ン
、
サ
バ
、
オ
オ
ク
チ
（Yuan xue

）、

カ
ラ
ス
ガ
レ
イ
（Bian xue

）
お
よ
び
そ
れ
ら
の
製
品

1011
引
用
：
各
国
の
食
品
・
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
農

林
水
産
省
）
よ
り

引
用
：
各
国
の
食
品
・
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
農

林
水
産
省
）
よ
り

参
考
：Federal Register of Legislation. 
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今月の「お気に入り」言葉

（ことわざ）

So many countries, so many customs.

ミニコラム
「輸出入と原材料使用基準、表示基準」

　日本と海外各国では、食品の制度は大きく異なります。例えばアレルゲンの表示対象品目も異なってきますので、十
分な事前調査が必要です。また、こうした規則の違いによる対応の難易度にも大きな差があります。例えばアレルゲン
の表示基準の違いがあることについては、その違いを知ってしまえば、対応自体はそれほど難しくありません。表示を
変更すればよい、ということになるためです。その一方で、規則の違いを把握できたとしても、実際に対応することは
かなり難しいということもあります。
　そこで今回のミニコラムでは、実務対応上の課題からみた「使用基準」と「表示基準」について簡単にまとめてみた
いと思います。まずは以下の表をみてください。

　使用基準については「原材料」と「添加物」の区分で、表示基準については「義務表示」と「任意表示」で分けて考
えてみました。Easy は「対応が簡単」、そしてHard は「対応が難しい」という意味です。

【原材料使用基準】
　原材料使用基準については、とりわけ添加物については規則をみつけること自体は難しくありません。ただし、必要
であることから使用されているものであるため、同じような機能をもつ代替の添加物を探す必要があります。その際、
製造性での課題や、栄養成分訴求等の品質保証の課題について検証が必要な場合は、時間がかかることになります。

　添加物以外の原材料（食品素材）については、使用基準そのものをみつけることが困難な場合があります。とくにノ
ベルフード（食経験が長くないもので例としては成分を抽出し濃縮したエキス等があります）に該当するものを主要原
材料としている場合は、代替原材料の選定は難しくなります。

【表示基準】
　表示事項、表示方法、禁止表示といった表示基準は、規則が分かってしまえば対応は難しくありません。ただし、原
材料使用基準の規則と違い、現地の規則は長文で記載されており、現地の担当者でも理解が難しい場合があります。つ
まり規則の把握自体が簡単ではないとも言えます。とりわけ強調表示など特定の条件下で表示の必要性が生じる規則な
どについては、規則自体の把握はかなり難しい場合があります。

　そして共通する課題が、「食品分類の特定」でしょう。原材料使用基準も表示基準も、日本と同様に「食品分類」によっ
てそれぞれ異なります。輸出入の際、どこに時間がかかりそうかを考えるうえで参考になればと思います。

  
基準の判断のしやすさ 基準への対応のしやすさ 

使用基準 原材料 Hard Hard（食品分類による） 

添加物 Easy Hard（食品分類による） 

表示基準 義務表示 Hard Easy 

任意表示 Hard Easy 
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